
 

 

三重県公共工事共通仕様書 令和７年７月一部改定 

新旧対照表 

 
 

◆第１編 共通編     P １ ～ P ５ 

◆第２編 材料編     P ５ ～ P ７ 

◆第３編 土木工事共通編   P ７ ～ P１１ 

◆第６編 河川編     P １１ ～ P１２ 

◆第８編 砂防編     P１２ 

◆第１０編 道路編     P1２ ～ P1３ 

◆第１２編 下水道編  P1３             

◆第１６編 農業農村整備編  P1３ 

◆第１７編 漁港漁場編     P1３ ～ P1４ 

◆第１８編 林道編     P1４ 

◆第１９編 治山編     P1４ ～ P１５ 

 

◆添付資料   P１５ 

◆その他（図表等）            P1６ ～ P２６ 

◆建設工事施工管理基準（案）  P２７ 

◆出来形管理基準     P２８ 

◆品質管理基準     P２９ ～ P３０ 

◆写真管理基準（案）    P３１

三 重 県 
 

＊主な改定箇所について記載しています。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

項 目 内       容 

 

仮設備関係 

 

1.用水・電力等の供給設備、2.緑化・花壇 

3.ライトアップ施設、4.見学路及び椅子の設置 

5.昇降設備の充実、6.環境負荷の低減 

 

営繕関係 

1.現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 

2.労働宿舎の快適化 

3.デザインボックス（交通誘導警備員待機室） 

4.現場休憩所の快適化 

5.健康関連設備及び厚生施設の充実等 

 

安全関係 

1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ 

 （電光式標識等） 

2.盗難防止対策（警報器等） 

3.避暑（熱中症予防）・防寒対策 

 

地域連携 

1.完成予想図 2.工法説明図 3.工事工程表 

4.デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 

5.見学会等の開催（イベント等の実施含む） 

6.見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管

理運営 

7.パンフレット・工法説明ビデオ 

8.地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 

9.社会貢献 

項 目 内       容 

 

仮設備関係 

 

1.用水・電力等の供給設備、2.緑化・花壇 

3.ライトアップ施設、4.見学路及び椅子の設置 

5.昇降設備の充実、6.環境負荷の低減 

 

営繕関係 

1.現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 

2.労働宿舎の快適化 

3.デザインボックス（交通誘導警備員待機室） 

4.現場休憩所の快適化 

5.健康関連設備及び厚生施設の充実等 

 

安全関係 

1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ 

 （電光式標識等） 

2.盗難防止対策（警報器等） 

 

 

地域連携 

1.完成予想図 2.工法説明図 3.工事工程表 

4.デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 

5.見学会等の開催（イベント等の実施含む） 

6.見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管

理運営 

7.パンフレット・工法説明ビデオ 

8.地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 

9.社会貢献 



 



 

    



 

 



 

 

工 事 関 係 書 類 書類作成者 受注者書類作成の位置付け 

備    考 作成

時期 
種 別 書 類 名 称 書類作成の根拠 発注者 受注者 

提出 提示 その他 

監督員 
契約 

担当課 

発注 

担当課 

受注者 

保管 

監督員 

へ連絡 

監督員 

へ納品 

工 

事 

着 

手 

前 

契約関係書

類 

現場代理人等通知書 
工事請負契約書第１０条１項 

共通仕様書1-1-1-46 
 ○  ○      

           

工程表 工事請負契約書第３条１項  ○  ○      

建退共掛金収納書 共通仕様書1-1-1-43-5  ○  ○     提出できない事情がある場合は理由を書面で提出する。 

建退共証紙受払簿 

建設業退職金共済制度の適正履行

の確保について 

(Ｒ3.3.30付国不入企第40号） 

 ○    ○   
共済証紙の購入状況を把握するため、共済証紙の受払簿

その他関係資料について提示を求めることがある。 

請求書（前払金） 工事請負契約書第35条１項  ○  ○      

VE提案書（契約後VE時） 
契約後のＶＥ提案に関する 

特記仕様書 
 ○ ○       

その他 

工事着手届 共通仕様書1-1-1-9-3  ○  ○      

登録内容確認書 共通仕様書1-1-1-6  ○    ○   
CORINSへ登録(受注・変更・完成・訂正) (旧称：工事カルテ

受領書) 

―           

―           

再生資源利用計画書 

-建設資材搬入工事用- 

 

共通仕様書1-1-1-20-4  ○ ○      

該当する建設資材を搬入する予定がある場合、建設副産

物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて提

出する。 

再生資源利用促進計画書 

-建設副産物搬出工事用- 
共通仕様書1-1-1-20-5  ○ ○      

該当する建設副産物を搬出する予定がある場合、建設副

産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて

提出する。 

建設リサイクル法に基づく通知書 
建設工事に係る資材の再資源化等

に関する法律第11条 
○         

工

事

書

類 

１

施

工

計

画 

① 

施 

工 

計 

画 

施工計画書 共通仕様書1-1-1-5-1   ○ ○      

重要な変更が生じた場合（工期や数量等の軽微な変更以

外）には、その都度当該工事に着手する前に、変更施工計

画書を監督員に提出する。 

―           

基本計画書 共通仕様書1-1-1-15  ○ ○      
工事を一時中止する期間の工事現場の維持・管理に関する

計画書、監督員に提出し承諾を得ること。 

設計図書の照査確認資料 

(契約書18条に該当する事実が

あった場合） 

共通仕様書1-1-1-3-2  ○ ○      

契約書第18条第1項1～5号に該当する事実があった場合

のみ提出する。(契約書第18条第1項の範囲を超えないこ

と) 

―           

工事測量成果表(仮BM及び多角

点の設置) 
共通仕様書1-1-1-40  ○ ○       

工事測量結果(設計図書との照

合) 
(設計図書と差異あり) 

共通仕様書1-1-1-40  ○ ○      設計図書と差異があった場合のみ提出する。 

工事測量結果(設計図書との照

合) 

(設計図書と一致) 

共通仕様書1-1-1-40  ○    ○   設計図書と一致している場合は提示とする。 

  
下請負通知書 共通仕様書1-1-1-10  ○ ○      下請負に付する場合 

施工体制台帳 共通仕様書1-1-1-11  ○ ○      

・「『施工体制台帳に係る書類の提出について』の一部改正

について」（令和３年３月５日付け国官技第319号、国営整

第16号）に基づき作成する。 

・建設業及び警備業以外は不要。 
施工体系図 

 

 

共通仕様書1-1-1-11  ○ ○      

 

工 事 関 係 書 類 書類作成者 受注者書類作成の位置付け 

備    考 作成

時期 
種 別 書 類 名 称 書類作成の根拠 発注者 受注者 

提出 提示 その他 

監督員 
契約 

担当課 

発注 

担当課 

受注者 

保管 

監督員 

へ連絡 

監督員 

へ納品 

工 

事 

着 

手 

前 

契約関係書

類 

現場代理人等通知書 
工事請負契約書第10条１項 

共通仕様書1-1-1-46 
 ○  ○      

           

工程表 工事請負契約書第３条１項  ○  ○      

建退共掛金収納書 共通仕様書1-1-1-44-5  ○  ○     提出できない事情がある場合は理由を書面で提出する。 

建退共証紙受払簿 

建設業退職金共済制度の適正履行

の確保について 

(Ｒ3.3.30付国不入企第40号） 

 ○    ○   
共済証紙の購入状況を把握するため、共済証紙の受払簿

その他関係資料について提示を求めることがある。 

請求書（前払金） 工事請負契約書第35条１項  ○  ○      

VE提案書（契約後VE時） 
契約後のＶＥ提案に関する 

特記仕様書 
 ○ ○       

その他 

工事着手届 共通仕様書1-1-1-10-3  ○  ○      

登録内容確認書 共通仕様書1-1-1-7  ○    ○   
CORINSへ登録(受注・変更・完成・訂正) (旧称：工事カルテ

受領書) 

―           

―           

再生資源利用計画書 

-建設資材搬入工事用- 

 

共通仕様書1-1-1-21-4  ○ ○      

該当する建設資材を搬入する予定がある場合、建設副産

物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて提

出する。 

再生資源利用促進計画書 

-建設副産物搬出工事用- 
共通仕様書1-1-1-21-5  ○ ○      

該当する建設副産物を搬出する予定がある場合、建設副

産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて

提出する。 

建設リサイクル法に基づく通知書 
建設工事に係る資材の再資源化等

に関する法律第11条 
○         

工

事

書

類 

１

施

工

計

画 

① 

施 

工 

計 

画 

施工計画書 共通仕様書1-1-1-6-1   ○ ○      

重要な変更が生じた場合（工期や数量等の軽微な変更以

外）には、その都度当該工事に着手する前に、変更施工計

画書を監督員に提出する。 

―           

基本計画書 共通仕様書1-1-1-16  ○ ○      
工事を一時中止する期間の工事現場の維持・管理に関する

計画書、監督員に提出し承諾を得ること。 

設計図書の照査確認資料 

(契約書18条に該当する事実が

あった場合） 

共通仕様書1-1-1-3-2  ○ ○      

契約書第18条第1項1～5号に該当する事実があった場合

のみ提出する。(契約書第18条第1項の範囲を超えないこ

と) 

―           

工事測量成果表(仮BM及び多角

点の設置) 
共通仕様書1-1-1-41  ○ ○       

工事測量結果(設計図書との照

合) 

(設計図書と差異あり) 

共通仕様書1-1-1-41  ○ ○      設計図書と差異があった場合のみ提出する。 

工事測量結果(設計図書との照

合) 

(設計図書と一致) 

共通仕様書1-1-1-41  ○    ○   設計図書と一致している場合は提示とする。 

  
下請負通知書 共通仕様書1-1-1-11  ○ ○      下請負に付する場合 

施工体制台帳 共通仕様書1-1-1-12  ○ ○      

・「『施工体制台帳に係る書類の提出について』の一部改正

について」（令和３年３月５日付け国官技第319号、国営整

第16号）に基づき作成する。 

・建設業及び警備業以外は不要。 
施工体系図 

 
 

共通仕様書1-1-1-12  ○ ○      

 



 

 

工 事 関 係 書 類 書類作成者 受注者書類作成の位置付け 

備    考 作成

時期 
種 別 書 類 名 称 書類作成の根拠 発注者 受注者 

提出 提示 その他 

監督員 
契約 

担当課 

発注 

担当課 

受注者 

保管 

監督員 

へ連絡 

監督員 

へ納品 

施 

工 

中 

工

事

書

類 

３ 

施

工

状

況 

③ 

施

工

管

理 

工事打合せ簿（指示） 共通仕様書1-1-1-2-15 ○         

工事打合せ簿（協議） 共通仕様書1-1-1-2-17  ○ ○       

工事打合せ簿（承諾） 共通仕様書1-1-1-2-16  ○ ○       

工事打合せ簿（提出） 共通仕様書1-1-1-2-18  ○ ○       

工事打合せ簿（報告） 共通仕様書1-1-1-2-20  ○ ○       

工事打合せ簿（通知） 共通仕様書1-1-1-2-21  ○ ○       

関係機関協議資料 

（許可後の資料） 
共通仕様書1-1-1-38-3  ○ （○）   ○   

許可後の資料については提示とする。 

ただし、監督員から請求があった場合は提出とする。 

近隣協議資料 共通仕様書1-1-1-38  ○ （○）   ○   監督員から請求があった場合は提出する。 

材料確認書   ○ ○      設計図書で指定した材料がある場合に提出する。 

材料納入伝票   ○ （○）   ○   
設計図書で指定した材料や監督員から請求があった場

合は提出する。 

段階確認書 共通仕様書3-1-1-4-6  ○ ○      

・契約図書で規定された場合のみ提出する。 

・段階確認書に添付する資料を新たに作成する必要はない。

（受注者が作成する出来形 管理資料に、確認した実測値を

手書き記入する） 

・監督員が臨場した場合の状況写真は不要。 

･監督員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の

撮影を 省略できる。 

確認・立会依頼書 共通仕様書3-1-1-4-1  ○ ○      契約図書で規定された場合のみ提出する。 

休日・夜間作業届 共通仕様書1-1-1-39-2  ○ （○）    ○  

口頭、ファクシミリ、電子メール、ＡＳＰなどにより連絡す

る。 

ただし、現道上の工事を行う場合は、口頭を適用除外と

する。 

④ 

安

全

管

理 

安全教育訓練実施資料 共通仕様書1-1-1-29-11  ○    ○   実施した内容について提示する。 

火薬類保安手帳及び従事期者手

帳 
共通仕様書1-1-1-30-1  ○    ○   火薬取扱保安責任者及び従事者が携帯する本紙 

工事事故速報 共通仕様書1-1-1-32  ○ ○    ○  
事故等が発生した場合、直ちに連絡するとともに、事故の概要

を書面により速やかに報 告する。 

工事事故報告書 共通仕様書1-1-1-32  ○ ○      

事故報告書はＳＡＳ（建設工事事故ﾃﾞｰﾀベースシステム）に

より作成して提出するほか、 監督員から請求があった資料

を提出する。 

環

境

対

策 

特定特殊自動車の燃料購入伝

票 
共通仕様書1-1-1-33-7  ○    ○   

H22/3/30特定特殊自動車に使用する燃料の原則化につい

て～国土交通省建設工事で  稼動する特定特殊自動車に

おける不適正燃料使用の徹底排除～ 

軽油を燃料とする建設機械の使用にあたっては、ガソリンスタン
ドで販売される軽油を選 択すること。 

⑤ 

工

程

管

理 
工事履行報告書 

工事請負契約書第１１条 

共通仕様書1-1-1-26 
 ○ ○      

工程の進捗状況を把握するため、実施工程表について提

示を求めることがある。 

⑥ 

出

来

形

管

理 

出来形管理資料 共通仕様書1-1-1-25-8  ○    ○    

           

⑦

品

質

管

理 

           

品質規格証明資料 共通仕様書2-1-2-1  ○ ○   （○）   指定材料のみ提出（設計図書で指定した材料含む） 

 

工 事 関 係 書 類 書類作成者 受注者書類作成の位置付け 

備    考 作成

時期 
種 別 書 類 名 称 書類作成の根拠 発注者 受注者 

提出 提示 その他 

監督員 
契約 

担当課 

発注 

担当課 

受注者 

保管 

監督員 

へ連絡 

監督員 

へ納品 

施 

工 

中 

工

事

書

類 

３ 

施

工

状

況 

③ 

施
工

管

理 

工事打合せ簿（指示） 共通仕様書1-1-1-2-15 ○         

工事打合せ簿（協議） 共通仕様書1-1-1-2-17  ○ ○       

工事打合せ簿（承諾） 共通仕様書1-1-1-2-16  ○ ○       

工事打合せ簿（提出） 共通仕様書1-1-1-2-18  ○ ○       

工事打合せ簿（報告） 共通仕様書1-1-1-2-20  ○ ○       

工事打合せ簿（通知） 共通仕様書1-1-1-2-21  ○ ○       

関係機関協議資料 

（許可後の資料） 
共通仕様書1-1-1-39-3  ○ （○）   ○   

許可後の資料については提示とする。 

ただし、監督員から請求があった場合は提出とする。 

近隣協議資料 共通仕様書1-1-1-39  ○ （○）   ○   監督員から請求があった場合は提出する。 

材料確認書   ○ ○      設計図書で指定した材料がある場合に提出する。 

材料納入伝票   ○ （○）   ○   
設計図書で指定した材料や監督員から請求があった場

合は提出する。 

段階確認書 共通仕様書3-1-1-4-6  ○ ○      

・契約図書で規定された場合のみ提出する。 

・段階確認書に添付する資料を新たに作成する必要はない。

（受注者が作成する出来形 管理資料に、確認した実測値を

手書き記入する） 

・監督員が臨場した場合の状況写真は不要。 

･監督員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の

撮影を 省略できる。 

確認・立会依頼書 共通仕様書3-1-1-4-1  ○ ○      契約図書で規定された場合のみ提出する。 

休日・夜間作業届 共通仕様書1-1-1-40-2  ○ （○）    ○  

口頭、ファクシミリ、電子メール、ＡＳＰなどにより連絡す

る。 

ただし、現道上の工事を行う場合は、口頭を適用除外と

する。 

④ 

安

全

管

理 

安全教育訓練実施資料 共通仕様書1-1-1-30-11  ○    ○   実施した内容について提示する。 

火薬類保安手帳及び従事期者手

帳 
共通仕様書1-1-1-31-1  ○    ○   火薬取扱保安責任者及び従事者が携帯する本紙 

工事事故速報 共通仕様書1-1-1-33  ○ ○    ○  
事故等が発生した場合、直ちに連絡するとともに、事故の概要

を書面により速やかに報 告する。 

工事事故報告書 共通仕様書1-1-1-33  ○ ○      

事故報告書はＳＡＳ（建設工事事故ﾃﾞｰﾀベースシステム）に

より作成して提出するほか、 監督員から請求があった資料

を提出する。 

環

境

対

策 

特定特殊自動車の燃料購入伝

票 
共通仕様書1-1-1-35-7  ○    ○   

H22/3/30特定特殊自動車に使用する燃料の原則化につい

て～国土交通省建設工事で  稼動する特定特殊自動車に

おける不適正燃料使用の徹底排除～ 

軽油を燃料とする建設機械の使用にあたっては、ガソリンスタン

ドで販売される軽油を選 択すること。 

⑤ 

工

程

管

理 
工事履行報告書 

工事請負契約書第11条 

共通仕様書1-1-1-27 
 ○ ○      

工程の進捗状況を把握するため、実施工程表について提

示を求めることがある。 

⑥ 

出

来

形

管

理 

出来形管理資料 共通仕様書1-1-1-26-8  ○    ○    

           

⑦

品

質

管

理 

           

品質規格証明資料 共通仕様書2-1-2-1  ○ ○   （○）   指定材料のみ提出（設計図書で指定した材料含む） 

 



 

 

工 事 関 係 書 類 書類作成者 受注者書類作成の位置付け 

備    考 作成

時期 
種 別 書 類 名 称 書類作成の根拠 発注者 受注者 

提出 提示 その他 

監督員 
契約 

担当課 
発注 

担当課 
受注者 

保管 
監督員 

へ連絡 
監督員 

へ返納 

施 

工 

中 

 

中間前

払金 

認定請求書 工事請負契約書第35条４項  ○ ○      

中間前払いの条件がある工事 履行報告書 共通仕様書1-1-1-26  ○ ○      

請求書（中間前払金） 工事請負契約書第35条１項  ○  ○     

 

完
成 

検 
査 

指定部分完成通知書 工事請負契約書第39条１項  ○ ○       

指定部分引渡書 工事請負契約書第39条１項  ○  ○     部分引き渡しの条件がある工事 

請求書（部分払金） 工事請負契約書第39条１項  ○  ○      

出来高内訳書 
工事請負契約書第38条２項 

共通仕様書1-1-1-22-2 
 ○ ○       

 
出
来

高
部
分
完

成
検
査 

 

出来高部分検査要求書 工事請負契約書第38条２項  ○  ○      

出来形報告書 

（数量内訳書、出来形図） 
共通仕様書3-1-1-5  ○ ○       

出来高内訳書 
工事請負契約書第38条２項 

共通仕様書1-1-1-23-2 
 

 

○ 

 

○ 
      

請求書（部分払金） 工事請負契約書第38条５項  ○  ○      

 

―           

―           

―           

 

部
分
使

用 
 

部分使用承諾書 工事請負契約書第34条１項  ○  ○     部分使用がある場合に提出する。 

工期 

延長 
工期延長届 工事請負契約書第22条  ○ ○      工期の延期を請求する場合に提出する。 

 
支

給

品 

支給品受領書 工事請負契約書第１５条３項  ○ ○      支給品を受領した場合に提出する。 

支給品精算書 共通仕様書1-1-1-18-3  ○ ○      支給品がある場合に提出する。 

建
設

機
械 

建設機械使用実績報告書 共通仕様書1-1-1-18-5  ○ ○      建設機械の貸与がある場合に提出する。 

建設機械借用書 工事請負契約書第１５条３項  ○ ○      建設機械の貸与がある場合に提出する。 

 

建設機械返納書 

 

工事請負契約書第１５条３項  ○ ○      建設機械の貸与がある場合に提出する。 

現場発

生品 
現場発生品調書 共通仕様書1-1-1-19  ○ ○      現場発生品がある場合に提出する。 

その他 

産業廃棄物管理表 

（マニフェスト） 
共通仕様書1-1-1-20-2  ○      ○   

受注者は、産業廃棄物が搬出される工事では、産業廃棄

物管理表（マニフェスト）により適正に処理されていることを

確認した上で監督員に提示しなければならない。 

―           

 

工 事 関 係 書 類 書類作成者 受注者書類作成の位置付け 

備    考 作成

時期 
種 別 書 類 名 称 書類作成の根拠 発注者 受注者 

提出 提示 その他 

監督員 
契約 

担当課 
発注 

担当課 
受注者 

保管 
監督員 

へ連絡 
監督員 

へ返納 

施 

工 

中 

 

中間前

払金 

認定請求書 工事請負契約書第35条４項  ○ ○      

中間前払いの条件がある工事 履行報告書 共通仕様書1-1-1-27  ○ ○      

請求書（中間前払金） 工事請負契約書第35条１項  ○  ○     

 

完
成 

検 
査 

指定部分完成通知書 工事請負契約書第39条１項  ○ ○       

指定部分引渡書 工事請負契約書第39条１項  ○  ○     部分引き渡しの条件がある工事 

請求書（部分払金） 工事請負契約書第39条１項  ○  ○      

出来高内訳書 
工事請負契約書第38条２項 

共通仕様書1-1-1-23-2 
 ○ ○       

 
出
来

高
部
分
完

成
検
査 

 

出来高部分検査要求書 工事請負契約書第38条２項  ○  ○      

出来形報告書 

（数量内訳書、出来形図） 
共通仕様書3-1-1-5  ○ ○       

出来高内訳書 
工事請負契約書第38条２項 

共通仕様書1-1-1-24-2 
 

 

○ 

 

○ 
      

請求書（部分払金） 工事請負契約書第38条５項  ○  ○      

 

―           

―           

―           

 

部
分
使

用 
 

部分使用承諾書 工事請負契約書第34条１項  ○  ○     部分使用がある場合に提出する。 

工期 

延長 
工期延長届 工事請負契約書第22条  ○ ○      工期の延期を請求する場合に提出する。 

 
支

給

品 

支給品受領書 工事請負契約書第15条３項  ○ ○      支給品を受領した場合に提出する。 

支給品精算書 共通仕様書1-1-1-19-3  ○ ○      支給品がある場合に提出する。 

建
設

機
械 

建設機械使用実績報告書 共通仕様書1-1-1-19-5  ○ ○      建設機械の貸与がある場合に提出する。 

建設機械借用書 工事請負契約書第15条３項  ○ ○      建設機械の貸与がある場合に提出する。 

 

建設機械返納書 

 

工事請負契約書第15条３項  ○ ○      建設機械の貸与がある場合に提出する。 

現場発

生品 
現場発生品調書 共通仕様書1-1-1-20  ○ ○      現場発生品がある場合に提出する。 

その他 

産業廃棄物管理表 

（マニフェスト） 
共通仕様書1-1-1-21-2  ○      ○   

受注者は、産業廃棄物が搬出される工事では、産業廃棄

物管理表（マニフェスト）により適正に処理されていることを

確認した上で監督員に提示しなければならない。 

―           

 



 

 

工 事 関 係 書 類 書類作成者 受注者書類作成の位置付け 

備    考 作成

時期 
種 別 書 類 名 称 書類作成の根拠 発注者 受注者 

提出 提示 その他 

監督員 
契約 

担当課 

発注 

担当課 

受注者 

保管 

監督員 

へ連絡 

監督員 

へ納品 

工 

事 

完 

成 

時 

期 

契約関係書

類 

完成通知書 
工事請負契約書第32条１項 

共通仕様書1-1-1-22-1 
 ○ ○       

引渡書 工事請負契約書第32条４項  ○  ○      

請求書（完成代金） 

 

工事請負契約書第33条１項  ○  ○      

掛金充当実績総括表 共通仕様書1-1-1-43-5 
 

○  
  

○    

工事書類 

出来形管理図表 共通仕様書1-1-1-25-8  ○ ○   （○）   

施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 

出来形の測定位置が分かるように略図を記載する。 

測定結果総括表、測定結果一覧表、出来形管理図（工程能

力図）、度数表（ヒストグラム）については、出来形管理図表

にて代用可能なため提出不要。 

品質管理図表 共通仕様書1-1-1-25-8  ○ ○   （○）   

施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 

測定結果総括表、測定結果一覧表、出来形管理図（工程能

力図）、度数表（ヒストグラム）については、品質管理図表に

て代用可能なため提出不要。 

― 

 

         

― 
 

         

工事写真 共通仕様書1-1-1-25-8  ○ ○      

工事写真の撮影にあたっては、写真管理基準（案）を適用す

る。 

三重県CALS電子納品運用マニュアルに基づき提出する。 

紙の工事写真帳は提出不要 

不可視部分を含め、監督員又は現場技術員が臨場して確

認した箇所は、出来形管理写真の撮影は省略 

監督員等が確認や立会っている状況写真も不要。 

排出ガス対策型建設機械（排出ガス浄化装置装着機械を含

む）及び低騒音・低振動型建設機械を使用する場合、使用

する建設機械の写真提出は必要ない。但し1-1-1-31の

12.②に該当する機種に関しては写真等（施工現場における

稼働状況等）を整理しておき監督員の要求のあった場合は

提示すること。 

  
         

  
         

現場環境改善の実施状況写真 

 

 ○ ○      

現場環境改善対象工事の場合、具体的な内容、実施時期に

ついて施工計画書に含め提出するとともに、実施状況につい

て写真等を含め提出する。 

創意工夫・社会性等に関する実施

状況（説明資料） 
共通仕様書3-1-1-10  ○ ○      

創意工夫、地域社会への貢献等を実施した場合に提出す

る。 

工事完成図

書 

工事完成図 
共通仕様書1-1-1-21  

共通仕様書3-1-1-7 
 ○      ○ 

「三重県CALS電子納品運用マニュアル」に基づき、電子成果

品または紙の成果品で納品する。 

           

           

その他 

再生資源利用実施書 

-建設資材搬入工事用- 
共通仕様書1-1-1-20-6  ○ ○      

該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換シス

テムにより作成して提出する。 

再生資源利用促進実施書 

-建設副産物搬出工事用- 
共通仕様書1-1-1-20-6  ○ ○      

該当する建設資材を搬出した場合、建設副産物情報交換シス

テムにより作成して提出する。 

           

その他 
 

          

 

工 事 関 係 書 類 書類作成者 受注者書類作成の位置付け 

備    考 作成

時期 
種 別 書 類 名 称 書類作成の根拠 発注者 受注者 

提出 提示 その他 

監督員 
契約 

担当課 

発注 

担当課 

受注者 

保管 

監督員 

へ連絡 

監督員 

へ納品 

工 

事 

完 

成 

時 

期 

契約関係書

類 

完成通知書 
工事請負契約書第32条１項 

共通仕様書1-1-1-23-1 
 ○ ○       

引渡書 工事請負契約書第32条４項  ○  ○      

請求書（完成代金） 

 

工事請負契約書第33条１項  ○  ○      

掛金充当実績総括表 共通仕様書1-1-1-44-5 
 

○  
  

○    

工事書類 

出来形管理図表 共通仕様書1-1-1-26-8  ○ ○   （○）   

施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 

出来形の測定位置が分かるように略図を記載する。 

測定結果総括表、測定結果一覧表、出来形管理図（工程能

力図）、度数表（ヒストグラム）については、出来形管理図表

にて代用可能なため提出不要。 

品質管理図表 共通仕様書1-1-1-26-8  ○ ○   （○）   

施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 

測定結果総括表、測定結果一覧表、出来形管理図（工程能

力図）、度数表（ヒストグラム）については、品質管理図表に

て代用可能なため提出不要。 

― 

 

         

― 
 

         

工事写真 共通仕様書1-1-1-26-8  ○ ○      

工事写真の撮影にあたっては、写真管理基準（案）を適用す

る。 

三重県CALS電子納品運用マニュアルに基づき提出する。 

紙の工事写真帳は提出不要 

不可視部分を含め、監督員又は現場技術員が臨場して確

認した箇所は、出来形管理写真の撮影は省略 

監督員等が確認や立会っている状況写真も不要。 

排出ガス対策型建設機械（排出ガス浄化装置装着機械を含

む）及び低騒音・低振動型建設機械を使用する場合、使用

する建設機械の写真提出は必要ない。但し1-1-1-34の

12.②に該当する機種に関しては写真等（施工現場における

稼働状況等）を整理しておき監督員の要求のあった場合は

提示すること。 

  
         

  
         

現場環境改善の実施状況写真 

 

 ○ ○      

現場環境改善対象工事の場合、具体的な内容、実施時期に

ついて施工計画書に含め提出するとともに、実施状況につい

て写真等を含め提出する。 

創意工夫・社会性等に関する実施

状況（説明資料） 
共通仕様書3-1-1-10  ○ ○      

創意工夫、地域社会への貢献等を実施した場合に提出す

る。 

工事完成図

書 

工事完成図 
共通仕様書1-1-1-22  

共通仕様書3-1-1-7 
 ○      ○ 

「三重県CALS電子納品運用マニュアル」に基づき、電子成果

品または紙の成果品で納品する。 

           

           

その他 

再生資源利用実施書 

-建設資材搬入工事用- 
共通仕様書1-1-1-21-6  ○ ○      

該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換シス

テムにより作成して提出する。 

再生資源利用促進実施書 

-建設副産物搬出工事用- 
共通仕様書1-1-1-21-6  ○ ○      

該当する建設資材を搬出した場合、建設副産物情報交換シス

テムにより作成して提出する。 

           

その他 
 

          

 



 

 



 

 



 

 



 

建設工事施工管理基準（案） 建設工事施工管理基準（案）  

この建設工事施工管理基準(以下、「管理基準」とする。)は、「三重県公共工事共通
仕様書第１編1-1-1-25施工管理」に規定する建設工事の施工管理及び規格値の基準を定
めたものである。 

この建設工事施工管理基準(以下、「管理基準」とする。)は、「三重県公共工事共通
仕様書第１編1-1-1-26施工管理」に規定する建設工事の施工管理及び規格値の基準を定
めたものである。 

 

  
 

   

   

  
 

  
 

   

 
 
 



 

 

出来形管理基準及び規格値（案） 
 

単位：mm 単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工 種 測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘 要 編 章 節 条 枝番 工 種 測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘 要 
 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

７ 
地
盤
改
良
工 

７  バーチカルドレーン
工 

 

（ サ ンド ドレ ーン
工） 
（ペーパードレーン
工） 
（ 袋 詰式 サン ドド
レーン工） 

 
位置・間隔ｗ 

 
±100 

100本に1ヶ所。 
100本以下は2ヶ所測定。1ヶ所に4本測
定。 
ただし、ペーパードレーンの杭径は対
象外とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※余長は、適用除外 

 

3-2-7-7 ３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

７ 
地
盤
改
良
工 

７  バーチカルドレーン
工 

 

（ サ ンド ドレ ーン
工） 
（ペーパードレーン
工） 
（ 袋 詰式 サン ドド
レーン工） 

 
位置・間隔ｗ 

 
±100 

100本に1ヶ所。 
100本以下は2ヶ所測定。1ヶ所に4本測
定。 
ただし、ペーパードレーンの杭径は対
象外とする。 

 

ペーパードレーン工においては、「３ 
次元計測技術を用いた出来形管理要領 
（案）」の規定による測点の管理方法
を用いることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※余長は、適用除外 
 

 

3-2-7-7 適用基準類

との整合 

 
杭径Ｄ 

 
設計値以上 

 
杭径Ｄ 

 
設計値以上 

    全本数      全本数   
  

打込長さｈ 設計値以上 
    

打込長さｈ 設計値以上 
   

８ 締固め改良工 
（ サ ンド コン パク
ションパイル工） 

サンドドレーン、 
袋詰式サンドドレー
ン、 
サンドコンパクション
パイルの砂投入量 

 
― 

全本数 
計器管理にかえることができる。 

3-2-7-8 ８ 締固め改良工 
（ サ ンド コン パク
ションパイル工） 

サンドドレーン、 
袋詰式サンドドレー
ン、 
サンドコンパクション
パイルの砂投入量 

 
― 

全本数 
計器管理にかえることができる。 

 

サンドコンパクションパイル工におい
ては、「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」の規定による測点
の管理方法を用いることができる。 

3-2-7-8 適用基準類

との整合 

    

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

７ 
地
盤
改
良
工 

９ ２ 固結工      3-2-7-9 ３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

７ 
地
盤
改
良
工 

９ ２ 固結工     3-2-7-9  
  

（スラリー撹拌工） 基準高▽ ０以上 杭芯位置管理表により基準高を確認 
   

（スラリー撹拌工） 基準高▽ ０以上 杭芯位置管理表により基準高を確認 
 適用基準類

との整合 
  「３次元計測技術を用

いた出来形管理要領
（案） 第８編 固結工
（スラリー撹拌工）
編」による管理の場合 

      「３次元計測技術を用
いた出来形管理要領
（案） 第８編 固結工
（スラリー撹拌工）・
バーチカルドレーン工
編」による管理の場合 

    

 
位置 

 
Ｄ／8以内 

全本数 
施工履歴データから作成した杭芯位置
管理表により設計杭芯位置と施工した
杭芯位置との距離を確認 
（掘起しによる実測確認は不要） 

 
位置 

 
Ｄ／8以内 

全本数 
施工履歴データから作成した杭芯位置
管理表により設計杭芯位置と施工した
杭芯位置との距離を確認 
（掘起しによる実測確認は不要） 

    
杭径Ｄ 

 
設計値以上 

 

工事毎に1回 
施工前の撹拌翼の寸法実測により確認 
（掘起しによる実測確認は不要） 

     
杭径Ｄ 

 
設計値以上 

 

工事毎に1回 
施工前の撹拌翼の寸法実測により確認 
（掘起しによる実測確認は不要） 

 

    
改良長L 

 
設計値以上 

全本数 
施工履歴データから作成した杭打設結
果表により確認 
（残尺計測による確認は不要） 

     
改良長L 

 
設計値以上 

全本数 
施工履歴データから作成した杭打設結
果表により確認 
（残尺計測による確認は不要） 

 

               

 

 

 
 

Ｗ

Ｗ

Ｗ Ｗ

ｈ

Ｗ

Ｗ

Ｗ Ｗ

ｈ

Ｗ

Ｗ

Ｗ Ｗ

G.L.

L

C.L.

ℓ1

ℓ2

Ｗ

Ｗ

Ｗ Ｗ

G.L.

L

C.L.

ℓ1

ℓ2



 

工 種 

 

種別 
試験
区分 

 

試験項目 

 

試験方法 

 

規格値 

 

試験時期・頻度 

 

摘 要 
試験成績
表等によ 
る確認 

工 種 

 

種別 
試験
区分 

 

試験項目 

 

試験方法 

 

規格値 

 

試験時期・頻度 

 

摘 要 
試験成績
表等によ
る確認 

 

1 セメン
ト・コンク 
リート（転圧

コンクリー 
ト・コンク 
リートダム・
覆工コンク 

リート・吹付
けコンクリー
トを除く） 

施工 必須 スランプ試験 JIS A 1101 スランプ5cm以上8cm未満 ：許容差 
±1.5cm 
スランプ8cm以上18cm以下：許容差 
±2.5cm 

スランプ2.5cm：許容差±1.0cm 

・荷卸し時 
1回／日以上、構造物の重要度と工
事の規模に応じて20㎥～150㎥ごと
に1回、及び荷卸し時に品質変化が
認められた時。ただし、道路橋鉄筋
コンクリート床版にレディーミクス

トコンクリートを用いる場合は原則
として全運搬車測定を行う。 

・道路橋床版の場合、全運搬車試験
を行うが、スランプ試験の結果が安
定し良好な場合はその後スランプ試

験の頻度について監督員と協議し低
減することができる。 

・小規模工種※で1工種当りの総使
用量が50㎥未満の場合は1工種1回
以上の試験、またはレディーミク

ストコンクリート工場の品質証明
書等のみとすることができる。1工
種当たりの総使用量が50㎥以上の
場合は、50㎥ごとに1回の試験を行

う。 
※小規模工種とは、以下の工種を
除く工種とする。（橋台、橋脚、
杭類（場所打杭、井筒基礎等）、

橋梁上部工（桁、床版、高欄 
等）、擁壁工（高さ1m以上）、函
渠工、樋門、樋管、水門、水路 
（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及

び堰、トンネル、舗装、その他こ
れらに類する工種及び特記仕様書
で指定された工種） 

 1 セメン
ト・コンク 
リート（転圧

コンクリー 
ト・コンク 
リートダム・
覆工コンク 

リート・吹付
けコンクリー
トを除く） 

施工 必須 スランプ試験 JIS A 1101 スランプ5cm以上8cm未満 ：許容差 
±1.5cm 
スランプ8cm以上18cm以下：許容差 
±2.5cm 

スランプ2.5cm：許容差±1.0cm 

・荷卸し時 
1回／日以上、または構造物の重要
度と工事の規模に応じて20㎥～150 
㎥ごとに1回、及び荷卸し時に品質
変化が認められた時。ただし、道路
橋鉄筋コンクリート床版にレディー

ミクストコンクリートを用いる場合
は原則として全運搬車測定を行う。 

・道路橋床版の場合、全運搬車試験
を行うが、スランプ試験の結果が安
定し良好な場合はその後スランプ試

験の頻度について監督員と協議し低
減することができる。 

・小規模工種※で1工種当りの総使
用量が50㎥未満の場合は1工種1回
以上の試験、またはレディーミク

ストコンクリート工場の品質証明
書等のみとすることができる。1工
種当たりの総使用量が50㎥以上の
場合は、50㎥ごとに1回の試験を行

う。 
※小規模工種とは、以下の工種を
除く工種とする。（橋台、橋脚、
杭類（場所打杭、井筒基礎等）、

橋梁上部工（桁、床版、高欄 
等）、擁壁工（高さ1m以上）、函
渠工、樋門、樋管、水門、水路 
（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及

び堰、トンネル、舗装、その他こ
れらに類する工種及び特記仕様書
で指定された工種） 

 誤記修正 

1 セメン
ト・コンク 
リート（転圧

コンクリー 
ト・コンク 
リートダム・
覆工コンク 

リート・吹付
けコンクリー
トを除く） 

施工 必須 コンクリートの圧
縮強度試験 

JIS A 1108 1回の試験結果は指定した呼び強度
の85％以上であること。 
3回の試験結果の平均値は、指定し

た呼び強度以上であること。 
（1回の試験結果は、3個の供試体
の試験値の平均値） 

・荷卸し時または、工場出荷時に運
搬車から採取した試料 
1回／日以上、構造物の重要度と工

事の規模に応じて20㎥～150㎥ごと
に1回 
なお、テストピースは打設場所で

採取し、1回につき6個（σ7…3個、

σ28…3個）とする。 
・早強セメントを使用する場合に
は、必要に応じて1回につき3個（σ 
3）を追加で採取する。 

・小規模工種※で1工種当りの総使
用量が50㎥未満の場合は1工種1回
以上の試験、またはレディーミク

ストコンクリート工場の品質証明
書等のみとすることができる。1工
種当たりの総使用量が50㎥以上の
場合は、50㎥ごとに1回の試験を行

う。 
※小規模工種とは、以下の工種を
除く工種とする。（橋台、橋脚、
杭類（場所打杭、井筒基礎等）、

橋梁上部工（桁、床版、高欄 

等）、擁壁工（高さ1m以上）、函
渠工、樋門、樋管、水門、水路 

（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及
び堰、トンネル、舗装、その他こ
れらに類する工種及び特記仕様書
で指定された工種） 

 1 セメン
ト・コンク 
リート（転圧

コンクリー 
ト・コンク 
リートダム・
覆工コンク 

リート・吹付
けコンクリー
トを除く） 

施工 必須 コンクリートの圧
縮強度試験 

JIS A 1108 1回の試験結果は指定した呼び強度
の85％以上であること。 
3回の試験結果の平均値は、指定し

た呼び強度以上であること。 
（1回の試験結果は、3個の供試体
の試験値の平均値） 

・荷卸し時または、工場出荷時に運
搬車から採取した試料 
1回／日以上、または構造物の重要

度と工事の規模に応じて20㎥～150 

㎥ごとに1回 
なお、テストピースの採取は、1回
につき6個（σ7…3個、σ28…3個） 
とする。 

・早強セメントを使用する場合に
は、必要に応じて1回につき3個（σ 
3）を追加で採取する。 

・小規模工種※で1工種当りの総使
用量が50㎥未満の場合は1工種1回
以上の試験、またはレディーミク

ストコンクリート工場の品質証明
書等のみとすることができる。1工
種当たりの総使用量が50㎥以上の
場合は、50㎥ごとに1回の試験を行

う。 
※小規模工種とは、以下の工種を
除く工種とする。（橋台、橋脚、
杭類（場所打杭、井筒基礎等）、

橋梁上部工（桁、床版、高欄 

等）、擁壁工（高さ1m以上）、函
渠工、樋門、樋管、水門、水路 

（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及
び堰、トンネル、舗装、その他こ
れらに類する工種及び特記仕様書
で指定された工種） 

 誤記修正 

1 セメン
ト・コンク 
リート（転圧
コンクリー 

ト・コンク 
リートダム・
覆工コンク 
リート・吹付

けコンクリー
トを除く） 

施工 必須 空気量測定 JIS 
JIS 
JIS 

A 
A 
A 

1116 
1118 

1128 

±1.5％（許容差） ・荷卸し時 
1回／日以上、構造物の重要度と工
事の規模に応じて20㎥～150㎥ごと
に1回、及び荷卸し時に品質変化が
認められた時。 

・小規模工種※で1工種当りの総使
用量が50㎥未満の場合は1工種1回
以上の試験、またはレディーミク
ストコンクリート工場の品質証明

書等のみとすることができる。1工
種当たりの総使用量が50㎥以上の
場合は、50㎥ごとに1回の試験を行
う。 

※小規模工種とは、以下の工種を
除く工種とする。（橋台、橋脚、
杭類（場所打杭、井筒基礎等）、
橋梁上部工（桁、床版、高欄 

等）、擁壁工（高さ1m以上）、函
渠工、樋門、樋管、水門、水路 

（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及
び堰、トンネル、舗装、その他こ
れらに類する工種及び特記仕様書

で指定された工種） 

 1 セメン
ト・コンク 
リート（転圧
コンクリー 

ト・コンク 
リートダム・
覆工コンク 
リート・吹付

けコンクリー
トを除く） 

施工 必須 空気量測定 JIS 
JIS 
JIS

A 
A 
A

1116 
1118 

1128 

±1.5％（許容差） ・荷卸し時 
1回／日以上、または構造物の重要
度と工事の規模に応じて20㎥～150 
㎥ごとに1回、及び荷卸し時に品質
変化が認められた時。 

・小規模工種※で1工種当りの総使
用量が50㎥未満の場合は1工種1回
以上の試験、またはレディーミク
ストコンクリート工場の品質証明

書等のみとすることができる。1工
種当たりの総使用量が50㎥以上の
場合は、50㎥ごとに1回の試験を行
う。 

※小規模工種とは、以下の工種を
除く工種とする。（橋台、橋脚、
杭類（場所打杭、井筒基礎等）、
橋梁上部工（桁、床版、高欄 

等）、擁壁工（高さ1m以上）、函
渠工、樋門、樋管、水門、水路 

（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及
び堰、トンネル、舗装、その他こ
れらに類する工種及び特記仕様書

で指定された工種） 

 誤記修正 

6 既製杭工 材料 必須 外観検査（鋼管 
杭・コンクリート

杭・H鋼杭） 

目視 目視により使用上有害な欠陥（鋼
管杭は変形など、コンクリート杭

はひび割れや損傷など）がないこ
と。 

設計図書による。   
 

○ 

6 既製杭工 材料 必須 外観検査（鋼管杭 
（鋼管ソイルセメ
ント杭の鋼管を含

む）・コンクリー
ト杭・H鋼杭） 

目視 目視により使用上有害な欠陥（鋼
管杭は変形など、コンクリート杭

はひび割れや損傷など）がないこ
と。 

設計図書による。   
 

○ 
適用範囲

の明確化 

6 既製杭工 施工 必須 外観検査（鋼管
杭） 

JIS A 5525 【円周溶接部の目違い】 
外径700㎜未満：許容値2㎜以下外
径700㎜以上1,016㎜以下：許容値

3㎜以下 

外径1,016㎜を超え2,000㎜以下： 
許容値4㎜以下 

 ・外径700㎜未満：上ぐいと下ぐい
の外周長の差で表し、その差を2㎜ 

×π以下とする。 
・外径700㎜以上1,016㎜以下：上

ぐいと下ぐいの外周長の差で表 

し、その差を3㎜×π以下とする。 
・外径1,016㎜を超え2,000㎜以
下：上ぐいと下ぐいの外周長の差 
で表し、その差を4㎜×π以下とす

る。 

 6 既製杭工 施工 必須 外観検査（鋼管杭 
（鋼管ソイルセメ
ント杭の鋼管を含

む）） 

JIS A 5525 【円周溶接部の目違い】 
外径700㎜未満：許容値2㎜以下外
径700㎜以上1,016㎜以下：許容値

3㎜以下 

外径1,016㎜を超え2,000㎜以下： 
許容値4㎜以下 

 ・外径700㎜未満：上ぐいと下ぐい
の外周長の差で表し、その差を2㎜

×π以下とする。 
・外径700㎜以上1,016㎜以下：上

ぐいと下ぐいの外周長の差で表 

し、その差を3㎜×π以下とする。
・外径1,016㎜を超え2,000㎜以
下：上ぐいと下ぐいの外周長の差 
で表し、その差を4㎜×π以下とす

る。 

 適用範囲

の明確化 

6 既製杭工 施工 必須 鋼管杭・コンク
リート杭・H鋼杭

の現場溶接 
浸透探傷試験（溶
剤除去性染色浸透
探傷試験） 

JIS Z 2343- 
1,2,3,4,5,6 

割れ及び有害な欠陥がないこと。 原則として全溶接箇所で行う。 
ただし、施工方法や施工順序等から
全数量の実施が困難な場合は監督員

との協議により、現場状況に応じた
数量とすることができる。 

なお、全溶接箇所の10％以上は、
JIS Z 2343-1,2,3,4,5,6により定め 

られた認定技術者が行うものとす
る。 

試験箇所は杭の全周とする。 

  6 既製杭工 施工 必須 鋼管杭（鋼管ソイ
ルセメント杭の鋼

管を含む）・コン
クリート杭・H鋼杭
の現場溶接 
浸透探傷試験（溶

剤除去性染色浸透
探傷試験） 

JIS Z 2343- 
1,2,3,4,5,6 

割れ及び有害な欠陥がないこと。 原則として全溶接箇所で行う。 
ただし、施工方法や施工順序等から
全数量の実施が困難な場合は監督員

との協議により、現場状況に応じた
数量とすることができる。 

なお、全溶接箇所の10％以上は、
JIS Z 2343-1,2,3,4,5,6により定め 

られた認定技術者が行うものとす
る。 

試験箇所は杭の全周とする。 

  適用範囲
の明確化 
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試験項目 

 

試験方法 

 

規格値 

 

試験時期・頻度 

 

摘 要 

試験成績 
表等によ
る確認 

工 種 
 

種別 
試験

区分 

 

試験項目 

 

試験方法 

 

規格値 

 

試験時期・頻度 

 

摘 要 

試験成績 
表等によ
る確認 

 

6 既製杭工 施工 必須 鋼管杭・H鋼杭の 

現場溶接 

放射線透過試験 

JIS Z 3104 JIS Z 3104の1類から3類であるこ 

と 

原則として溶接20ヶ所毎に1ヶ所と 

するが、施工方法や施工順序等から

実施が困難な場合は現場状況に応じ

た数量とする。 

なお、対象箇所では鋼管杭を4方向

から透過し、その撮影長は30cm／1 

方向とする。 

（20ヶ所毎に1ヶ所とは、溶接を 

20ヶ所施工した毎にその20ヶ所から

任意の1ヶ所を試験することであ 

る。） 

 
 6 既製杭工 施工 必須 鋼管杭（鋼管ソイ 

ルセメント杭の鋼

管を含む）・H鋼杭

の現場溶接 

放射線透過試験 

JIS Z 3104 JIS Z 3104の1類から3類であるこ 

と 

原則として溶接20ヶ所毎に1ヶ所と 

するが、施工方法や施工順序等から

実施が困難な場合は現場状況に応じ

た数量とする。 

なお、対象箇所では鋼管杭を4方向

から透過し、その撮影長は30cm／1 

方向とする。 

（20ヶ所毎に1ヶ所とは、溶接を 

20ヶ所施工した毎にその20ヶ所から

任意の1ヶ所を試験することであ 

る。） 

 
 適用範囲

の明確化 

6 既製杭工 施工 その他 鋼管杭の現場溶接 

超音波探傷試験 

JIS Z 3060 JIS Z 3060の1類から3類であるこ 

と 

原則として溶接20ヶ所毎に1ヶ所と 

するが、施工方法や施工順序等から

実施が困難な場合は現場状況に応じ

た数量とする。 

なお、対象箇所では鋼管杭を4方向

から探傷し、その探傷長は30cm／1 

方向とする。 

（20ヶ所毎に1ヶ所とは、溶接を 

20ヶ所施工した毎にその20ヶ所から

任意の1ヶ所を試験することであ 

る。） 

中掘り杭工法等で、放射線透過試 

験が不可能な場合は、放射線透過

試験に替えて超音波探傷試験とす

ることができる。 

 6 既製杭工 施工 その他 鋼管杭（鋼管ソイ 

ルセメント杭の鋼

管を含む）の現場

溶接 

超音波探傷試験 

JIS Z 3060 JIS Z 3060の1類から3類であるこ 

と 

原則として溶接20ヶ所毎に1ヶ所と 

するが、施工方法や施工順序等から

実施が困難な場合は現場状況に応じ

た数量とする。 

なお、対象箇所では鋼管杭を4方向

から探傷し、その探傷長は30cm／1 

方向とする。 

（20ヶ所毎に1ヶ所とは、溶接を 

20ヶ所施工した毎にその20ヶ所から

任意の1ヶ所を試験することであ 

る。） 

中掘り杭工法等で、放射線透過試 

験が不可能な場合は、放射線透過

試験に替えて超音波探傷試験とす

ることができる。 

 適用範囲

の明確化 

6 既製杭工 施工 その他 鋼管杭・コンク

リート杭 

（根固め） 

水セメント比 

比重の測定による

水セメント比の推

定 

設計図書による。 

また、設計図書に記載されていな

い場合は60％～70％（中掘り杭工

法）、60％（プレボーリング杭工

法及び鋼管ソイルセメント杭工

法）とする。 

試料の採取回数は一般に単杭では30 

本に1回、継杭では20本に1回とし、

採取本数は1回につき3本とする。 
 

 6 既製杭工 施工 その他 鋼管杭（鋼管ソイ

ルセメント杭の鋼

管を含む）・コン

クリート杭 

（根固め） 

水セメント比 

比重の測定による

水セメント比の推

定 

設計図書による。 

また、設計図書に記載されていな

い場合は60％～70％（中掘り杭工

法）、60％（プレボーリング杭工

法及び鋼管ソイルセメント杭工

法）とする。 

試料の採取回数は一般に単杭では30 

本に1回、継杭では20本に1回とし、

採取本数は1回につき3本とする。 
 

 適用範囲

の明確化 

6 既製杭工 施工 その他 鋼管杭・コンク 

リート杭 

（根固め） 

セメントミルクの

圧縮強度試験 

セメントミルク工 

法に用いる根固め

液及びくい周固定

液の圧縮強度試験

JIS A 1108 

設計図書による 供試体の採取回数は一般に単杭では 

30本に1回、継杭では20本に1回と

し、採取本数は1回につき3本とする

ことが多い。 

なお、供試体はセメントミルクの

供試体の作成方法に従って作成した

φ5×10cmの円柱供試体によって求

めるものとする。 

参考値：20N／㎟  6 既製杭工 施工 その他 鋼管杭（鋼管ソイ 

ルセメント杭の鋼

管を含む）・コン

クリート杭 

（根固め） 

セメントミルクの

圧縮強度試験 

セメントミルク工 

法に用いる根固め

液及びくい周固定

液の圧縮強度試験

JIS A 1108 

設計図書による 供試体の採取回数は一般に単杭では 

30本に1回、継杭では20本に1回と

し、採取本数は1回につき3本とする

ことが多い。 

なお、供試体はセメントミルクの

供試体の作成方法に従って作成した

φ5×10cmの円柱供試体によって求

めるものとする。 

参考値：20N／㎟  適用範囲

の明確化 

14 アスファ

ルト舗装 

プラント 必須 アスファルト量抽

出粒度分析試験 

舗装調査・試験法

便 覧 [4]-238 

アスファルト量：±0.9％以内 ・中規模以上の工事：定期的または

随時。 

・小規模以下の工事：異常が認めら

れたとき。 

印字記録の場合：全数または抽出・

ふるい分け試験 1～2回／日 

・中規模以上の工事とは、管理図

を描いた上での管理が可能な工事

をいい、舗装施工面積が10,000㎡

あるいは使用する基層及び表層用

混合物の総使用量が3,000t以上の

場合が該当する。 

・小規模工事は管理結果を施工管

理に反映できる規模の工事をい

い、同一工種の施工が数日連続す

る場合で、以下のいずれかに該当

するものをいう。 

①施工面積で1,000㎡以上10,000㎡

未満 

②使用する基層及び表層用混合物

の総使用量が500t以上3,000ｔ未満 

（コンクリートでは400㎥以上

1,000㎥未満）。 

ただし、以下に該当するものにつ

いても小規模工事として取り扱う

ものとする。 

１）アスファルト舗装：同一配合

の合材が100t以上のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 

14 アスファ

ルト舗装 

プラント 必須 アスファルト量抽

出粒度分析試験 

舗装調査・試験法

便 覧 [4]-318 

アスファルト量：±0.9％以内 ・中規模以上の工事：定期的または

随時。 

・小規模以下の工事：異常が認めら

れたとき。 

印字記録の場合：全数または抽出・

ふるい分け試験 1～2回／日 

・中規模以上の工事とは、管理図

を描いた上での管理が可能な工事

をいい、舗装施工面積が10,000㎡

あるいは使用する基層及び表層用

混合物の総使用量が3,000t以上の

場合が該当する。 

・小規模工事は管理結果を施工管

理に反映できる規模の工事をい

い、同一工種の施工が数日連続す

る場合で、以下のいずれかに該当

するものをいう。 

①施工面積で1,000㎡以上10,000㎡

未満 

②使用する基層及び表層用混合物

の総使用量が500t以上3,000ｔ未満 

（コンクリートでは400㎥以上

1,000㎥未満）。 

ただし、以下に該当するものにつ

いても小規模工事として取り扱う

ものとする。 

１）アスファルト舗装：同一配合

の合材が100t以上のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 

誤記修正 

30 覆工コン

クリート 

（NATM） 

施工 必須 コンクリートの圧

縮強度試験 

JIS A 1108 1回の試験結果は指定した呼び強度

の85％以上であること。 

3回の試験結果の平均値は、指定し

た呼び強度以上であること。 

（1回の試験結果は、3個の供試体

の試験値の平均値） 

・荷卸し時または、工場出荷時に運

搬車から採取した試料 

1回／日以上、構造物の重要度と工

事の規模に応じて20㎥～150㎥ごと

に1回、及び荷卸し時に品質変化が

認められた時。 

なお、テストピースは打設場所で

採取し、1回につき6個（σ7…3個、

σ28…3個）とする。 

示方配合の単位水量の上限値は、

粗骨材の最大寸法が20㎜～25㎜の

場合は175㎏／㎥、40㎜の場合は

165㎏／㎥を基本とする。 

 30 覆工コン

クリート 

（NATM） 

施工 必須 コンクリートの圧

縮強度試験 

JIS A 1108 1回の試験結果は指定した呼び強度

の85％以上であること。 

3回の試験結果の平均値は、指定し

た呼び強度以上であること。 

（1回の試験結果は、3個の供試体

の試験値の平均値） 

・荷卸し時または、工場出荷時に運

搬車から採取した試料 

1回／日以上、構造物の重要度と工

事の規模に応じて20㎥～150㎥ごと

に1回、及び荷卸し時に品質変化が

認められた時。 

なお、テストピースの採取は、1回

につき6個（σ7…3個、σ28…3個） 

とする。 

示方配合の単位水量の上限値は、

粗骨材の最大寸法が20㎜～25㎜の

場合は175㎏／㎥、40㎜の場合は

165㎏／㎥を基本とする。 

 誤記修正 

33 路上再生

路盤工 

材料 必須 土の粒度試験 JIS A 1204 「舗装再生便覧」参照 

表-3.2.8 路上再生路盤用素材の

望ましい粒度範囲による 

当初及び材料の変化時   33 路上再生

路盤工 

材料 必須 土の粒度試験 JIS A 1204 「舗装再生便覧」参照 

表-3.2.9 路上で破砕した路盤再

生骨材の目標粒度範囲による 

当初及び材料の変化時   適用基準

類との整

合 

34 路上表層

再生工 

施工 必須 かきほぐし深さ 「舗装再生便覧」

付録-8に準じる。 

－0.7cm以内 1,000㎡ごと。   34 路上表層

再生工 

施工 必須 かきほぐし深さ 「舗装再生便覧」 －0.7cm以内 1,000㎡ごと。   適用基準

類との整

合 

 
 

 

１）電気防食陽極 計上寸法 承諾図書等の計上

寸法に適合してい
ること。

製造工場の測定結

果表により確認

監督員が承諾した

図面
各陽極の計上寸法
の許可範囲は5％以
内とする。

搬入前、全数 工場の測定表を

提出

１）電気防食陽極 計上寸法 承諾図書等の計上

寸法に適合してい
ること。

製造工場の測定結

果表により確認

監督員が承諾した

図面
各陽極の計上寸法
の許可範囲は5％以
内とする。

搬入前

陽極長さ：全数
陽極断面：製品
１から5番目まで
の5個

工場の測定表を

提出

国との

整合

改定
理由

結果の整理方法管理項目 管理内容 管理方法 品質規格 測定頻度

52 漁港漁場　　5．防食材料　　5-1 アルミニウム合金陽極

備考管理方法管理項目 管理内容区分結果の整理方法 備考区分 品質規格 測定頻度



 

撮影箇所一覧表（出来形管理） 

【第3編 土木工事共通編】 

撮影箇所一覧表（出来形管理） 

【第3編 土木工事共通編】 

 

 
編 

 
章 

 
節 

 
条 

 

枝
番 

 
工 種 

写真管理項目  
摘 要 

 
編 

 
章 

 
節 

 
条 

 

枝
番 

 
工 種 

写真管理項目  
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

４ 
基
礎
工 

4  既製杭工 
（既製コンクリート杭） 
（鋼管杭） 
（Ｈ鋼杭） 

偏心量 １施工箇所に１回 
〔打込後〕 

3-2-4-4 ３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

４ 
基
礎
工 

4 1 既製杭工 
（既製コンクリート杭） 
（鋼管杭） 
（Ｈ鋼杭） 

偏心量 １施工箇所に１回 
〔打込後〕 

3-2-4-4 枝番の追加 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

根入長 １施工箇所に１回 
〔打込前〕 

根入長 １施工箇所に１回 
〔打込前〕 

数量 全数量 
〔打込後〕 

数量 全数量 
〔打込後〕 

杭頭処理状況 １施工箇所に１回 
〔処理前、中、後〕 

杭頭処理状況 １施工箇所に１回 
〔処理前、中、後〕 

         ３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

４ 
基
礎
工 

4 2 既製杭工 
（鋼管ソイルセメント杭） 

偏心量（鋼管
杭・掘削心） 

１施工箇所に１回 
〔打込後〕 

3-2-4-4 新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  根入長（鋼管
杭、ロッド） 

１施工箇所に１回 
〔打込前〕 

  数量、杭径（ソイ
ルセメント柱径） 

全数量 杭頭余盛部の撤去
前、杭頭処理後 

  杭頭処理状況 １施工箇所に１回 
〔処理前、中、後〕 

３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

７ 
地
盤
改
良
工 

9 １ 固結工 
（粉末噴射攪拌工） 
（高圧噴射攪拌工） 
（スラリー攪拌工） 
（生石灰パイル工） 

位置・間隔
杭径 

１施工箇所に１回 
〔打込後〕 

3-2-7-9 ３ 
土
木
工
事
共
通
編 

２ 
一
般
施
工 

７ 
地
盤
改
良
工 

9 １ 固結工 
（粉末噴射攪拌工） 
（高圧噴射攪拌工） 
（スラリー攪拌工） 
（生石灰パイル工） 

位置・間隔
杭径 

１施工箇所に１回 
〔打込後〕 

3-2-7-9 適用基準
類との整合  

深度 １施工箇所に１回 
〔打込前後〕 

深度 １施工箇所に１回 
〔打込前後〕 

 ただし、（スラリー攪拌工）にお
いて「３次元計測技術を用い
た出来形管理要領（案） 第8 
編 固結工（スラリー撹拌工） 
編」により出来形管理資料を
提出する場合は、出来形管理
に関わる写真管理項目を省略
できる。 

 ただし、（スラリー攪拌工）にお
いて「３次元計測技術を用い
た出来形管理要領（案） 第8 
編 固結工（スラリー撹拌工）・
バーチカルドレ－ン編」により
出来形管理資料を提出する
場合は、出来形管理に関わる
写真管理項目を省略できる。 
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